
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
よ
る
雇
用

破
壊
を
許
さ
な
い
闘
い
が
、
全
国
の
自
治
体

で
大
決
戦
に
突
入
し
て
い
ま
す
。

千
葉
県
習
志
野
市
の
ユ
ニ
オ
ン
習
志
野

は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
「
年
限

を
設
け
ず
、
継
続
雇
用
す
る
」
と
い
う
当
局

の
回
答
を
引
き
出
し
ま
し
た
。
「
他
の
自
治

体
で
は
４
回
あ
る
い
は
５
回
ま
で
継
続
雇

用
で
、
そ
の
後
は
競

争
試
験
に
よ
る
、
と

い
う
所
も
あ
る
が
、

習
志
野
で
は
制
限
を

求
め
ず
雇
用
せ
よ
」

と
い
う
要
求
に
対
し
、

市
当
局
は
「
ふ
つ
う

に
き
ち
ん
と
勤
務
し

て
く
れ
て
い
れ
ば
、

年
限
を
設
け
ず
、
継

続
雇
用
す
る
」
と
回
答
し
た
の
で
す
。
粘
り

強
い
闘
い
で
か
ち
と
っ
た
決
定
的
な
勝
利
で

す
。
し
か
し
当
局
は
こ
れ
ま
で
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
い
て
き
た
非
常
勤
職
員
を
す
べ
て
パ
ー

ト
タ
イ
ム
と
す
る
と
言
い
出
し
ま
し
た
。
ユ

ニ
オ
ン
は
こ
れ
と
の
全
力
を
あ
げ
た
闘
い

に
突
入
し
て
い
ま
す
。

自
治
労
広
島
市
は
、
当
局
の
「
正
規
職
員

の
定
年
退
職
後
は
全
て
会
計
年
度
職
員
に

置
き
換
え
る
」
と
い
う
総
非
正
規
職
化
の
意

図
む
き
出
し
の
回
答
に
対
し
て
、
団
交
決
裂

を
辞
さ
ず
絶
対
反
対
で
闘
い
、
新
た
な
組
合

加
入
を
次
々
と
か
ち
と
っ
て
い
ま
す
。

東
京
で
は
、
「
会
計
年
度
職
員
導
入
と
共

に
、
可
能
な
限
り
民
間
委
託
を
進
め
る
」

「
雇
用
を
５
年
と
す
る
が
評
価
制
度
を
強
化

す
る
」
な
ど
と
公
言
す
る
各
区
当
局
と
の
激

し
い
攻
防
に
入
っ
て
い
ま
す
。

〈
毎
年
全
員
解
雇
、
試
験
・
評
価
で
選
別

採
用
、
毎
年
試
用
期
間
１
カ
月
〉
許
す
な

会
計
年
度
職
員
制
度
は
「
非
正
規
職
員
の

処
遇
改
善
」
「
手
当
の
支
給
が
法
的
に
保
障

さ
れ
る
」
な
ど
と
し
て
、
導
入
が
狙
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
政
府
が
全
国
一
律
の
導
入

を
求
め
る
制
度
の
核
心
は
〈
毎
年
全
員
解
雇
、

試
験
・
評
価
制
度
で
選
別
採
用
、
毎
年
試
用

期
間
１
カ
月
〉
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
ま
か

り
通
っ
た
ら
「
処
遇
改
善
」
ど
こ
ろ
か
現
行

の
雇
用
条
件
、
労
働
条
件
ま
で
破
壊
さ
れ
、

団
結
は
ズ
タ
ズ
タ
に
さ
れ
ま
す
。
「
反
抗
し

た
ら
来
年
は
な
い
ぞ
」
と
い
う
管
理
職
に
よ

る
恐
怖
支
配
が
職
場
を
覆
い
ま
す
。
組
合
加

入
は
著
し
く
困
難
に
な
り
ま
す
。
民
営
化
・

外
注
化
に
よ
る
業
務
縮
小
で
即
座
に
雇
い

止
め
で
き
る
「
雇
用
の
調
整
弁
」
と
さ
れ
て

＊ ビラを読んだ感想や職場に関する情報をお寄せください。

全
国
で
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
よ
る
雇
用
破
壊
と
の
闘
い
が
本
格
化
し
て
い
ま
す
。
安
倍
政
権
の
改
憲
・
戦
争
の
攻
撃
と
一
体
の
「
働
き
方
改
革
」

と
の
激
突
で
す
。
断
固
闘
い
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。
一
方
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
労
働
組
合
を
一
掃
し
、
運
転
士
・
車
掌
な
ど
全
現
業
部
門
の
全
面
別
会
社
化
に
突

進
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
国
鉄
分
割
・
民
営
化
を
超
え
る
こ
の
攻
撃
は
、
当
局
・
資
本
の
攻
撃
の
新
た
な
モ
デ
ル
と
な
っ
て
社
会
全
体
を
崩
壊
に
導
き

ま
す
。
労
働
者
の
反
乱
は
不
可
避
で
す
。
国
鉄
・
公
務
員
決
戦
を
闘
い
、
安
倍
を
倒
し
ま
し
ょ
う
。
６
・
９
国
鉄
集
会
に
大
結
集
し
ま
し
ょ
う
。

加盟店オーナー・社員がセブンイレブン株主総会を直撃

労組結成、時短ストへ 5月 23日、「24 時間営業義務廃止」求め経営陣を弾劾



し
ま
い
ま
す
。
職
場
の
学
習
会
で
は

「
恐
慌
が
近
い
か
ら
い
く
ら
で
も
解
雇

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
」
「
長

く
勤
め
続
け
ら
れ
る
今
の
嘱
託
職
員

の
ま
ま
の
ほ
う
が
ま
だ
い
い
」
「
ス

ト
ラ
イ
キ
が
必
要
だ
」
と
い
う
声
が

上
が
っ
て
い
ま
す
。

22
万
人
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
に

と
っ
て
は
団
交
権
・
ス
ト
権
が
奪
わ

れ
ま
す
。
昨
年
12
月
、
民
営
化
・
指

定
管
理
者
制
度
の
拡
大
に
反
対
し
ス

ト
を
構
え
て
闘
っ
て
勝
利
を
得
た
練

馬
区
立
図
書
館
専
門
員
の
組
合
な
ど

の
最
大
の
武
器
を
奪
う
攻
撃
で
す
。

安
倍
政
権
は
会
計
年
度
職
員
制
度

を
、
「
自
治
体
戦
略
２
０
４
０
構
想
」

に
基
づ
く
〈
地
方
自
治
破
壊
・
切
り

捨
て
、
事
業
廃
止
・
民
営
化
、
職
員

半
減
・
総
非
正
規
職
化
〉
の
導
水
路

と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
す
で
に
全

国
で
民
営
化
・
外
注
化
、
労
組
破
壊

と
の
攻
防
が
い
よ
い
よ
全
面
化
し
て

い
ま
す
。
も
し
こ
う
し
た
攻
撃
を
許

せ
ば
、
労
働
組
合
は
団
結
を
破
壊
さ

れ
存
立
の
危
機
に
立
た
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
自
体
が
改
憲
・
戦
争
と
一
体
の

攻
撃
で
す
。
そ
れ
は
自
治
体
機
能
を

破
壊
し
災
害
を
深
刻
化
さ
せ
た
「
平

成
の
大
合
併
」
の
比
で
は
な
い
社
会

の
崩
壊
を
も
た
ら
し
ま
す
。
絶
対
反

対
で
闘
い
ま
し
ょ
う
。

６
・
９
国
鉄
集
会
に
大
結
集
を

Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
経
営
ビ
ジ
ョ
ン

「
変
革
２
０
２
７
」
は
「
人
口
減
少
」

を
強
調
し
て
、
運
転
士
・
車
掌
な
ど

全
現
業
部
門
の
別
会
社
化
を
打
ち
出

し
ま
し
た
。
自
治
体
が
自
治
体
で
な

く
な
る
「
自
治
体
戦
略
２
０
４
０
構

想
」
と
同
じ
論
法
で
す
。
首
相
官
邸

と
一
体
で
雇
用
・
労
働
・
賃
金
の
破

壊
、
組
合
根
絶
を
進
め
る
社
会
全
体

の
新
た
な
モ
デ
ル
の
実
行
に
踏
み
出

し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
非
正
規
職
化

と
貧
困
、
地
方
切
り
捨
て
の
留
め
金

を
最
後
的
に
外
す
国
鉄
分
割
・
民
営

化
以
上
の
攻
撃
で
す
。

し
か
し
そ
ん
な
攻
撃
は
絶
対
に
破

た
ん
し
ま
す
。
職
場
・
地
域
か
ら
の

反
乱
は
不
可
避
で
す
。
動
労
千
葉
―

動
労
総
連
合
と
共
に
国
鉄
・
公
務
員

決
戦
に
立
ち
、
安
倍
を
倒
そ
う
。
６
・

９
国
鉄
集
会
に
全
国
か
ら
集
ま
ろ
う
。

総
務
省
は
昨
年
、
「
自
治
体
戦
略
２

０
４
０
構
想
」
研
究
会
の
第
１
次
、
第

２
次
報
告
を
発
表
し
た
。
安
倍
政
権
は

こ
の
「
構
想
」
に
基
づ
い
て
地
方
制
度

調
査
会
で
の
審
議
を
進
め
、
19
年
中
に

地
方
自
治
法
な
ど
の
抜
本
的
改
悪
を
め

ざ
し
て
い
る
。

「
構
想
」
は
〈
地
方
自
治
破
壊
・
切

り
捨
て
、
事
業
廃
止
・
民
営
化
、
職
員

半
減
・
総
非
正
規
職
化
〉
に
よ
る
組
合

破
壊
が
核
心
だ
。
会
計
年
度
任
用
職
員

制
度
が
そ
の
導
水
路
と
な
る
。
「
２
０

４
０
年
に
向
け
た
構
想
」
が
今
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

地
方
自
治
制
度
解
体
う
た
う
改
憲
攻
撃

「
構
想
」
は
、
冒
頭
で
「
少
子
化
に

よ
る
急
速
な
人
口
減
少
と
高
齢
化
と
い

う
未
曽
有
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
」

と
始
め
た
。
「
明
治
期
の
廃
藩
置
県
、

市
制
町
村
制
の
制
定
な
ど
に
よ
っ
て
生

ま
れ
て
き
た
わ
が
国
の
都
道
府
県
、
市

町
村
は
、
戦
後
、
日
本
国
憲
法
と
地
方

自
治
法
の
下
で
、
昭
和
・
平
成
期
の
市

町
村
合
併
や
地
方
分
権
改
革
を
経
て
」

き
た
が
「
人
口
減
少
時
代
に
合
っ
た
新

し
い
社
会
経
済
モ
デ
ル
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
す
る
。

し
か
し
「
少
子
化
」
は
、
新
自
由
主

義
に
よ
る
労
働
者
の
非
正
規
職
化
・
低

賃
金
化
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
を
産
み
育

て
る
青
年
層
が
貧
困
化
し
、
「
過
労
死
」

す
る
ま
で
働
か
な
け
れ
ば
食
べ
て
い
け

な
い
ま
で
に
強
搾
取
さ
れ
て
き
た
結
果

だ
。
「
構
想
」
は
資
本
主
義
の
根
本
的

危
機
を
逆
手
に
と
り
、
戦
後
憲
法
と
地

方
自
治
を
否
定
し
て
新
自
由
主
義
を
さ

ら
に
徹
底
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。
「

少
子
化
」
と
地
方
崩
壊
、
社
会
崩
壊
は

極
限
ま
で
進
む
こ
と
に
な
る
。

自
治
体
の
性
格
が
根
本
か
ら
変
わ
る

第
１
次
報
告
は
、
個
々
の
市
町
村
が

全
業
務
を
担
う
フ
ル
セ
ッ
ト
主
義
を
排

し
て
、
大
胆
に
標
準
化
・
共
同
化
す
る

と
主
張
し
た
。
第
２
次
報
告
で
は
、
半

分
の
職
員
で
も
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
自

治
体
へ
、
現
時
点
か
ら
業
務
の
あ
り
方

を
変
革
す
る
。
事
務
作
業
は
Ａ
Ｉ
（
人

工
知
能
）
・
ロ
ボ
ッ
ト
化
で
自
動
処
理
。

自
治
体
は
公
・
共
・
私
（
企
業
）
間
の

協
力
関
係
を
構
築
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
ビ
ル
ダ
ー
へ
転
換
。
職
員
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
経
営
・
管
理
者
）

に
な
る
。
現
行
の
市
町
村
、
都
道
府
県

の
枠
を
越
え
た
圏
域
単
位
で
行
政
を
進

め
る
法
律
上
の
枠
組
み
を
設
け
る
。
企

業
家
が
経
済
合
理
性
に
基
づ
い
て
参
画

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
し
た
。

自
治
体
は
根
本
か
ら
変
わ
る
。
極
少

数
の
常
勤
職
員
が
「
経
済
合
理
性
」
に

基
づ
い
て
利
潤
が
出
る
よ
う
に
公
・
共
・

私
企
業
を
ま
と
め
る
企
画
立
案
と
徴
税

や
差
し
押
さ
え
な
ど
の
権
力
的
業
務
を

担
う
。
そ
れ
以
外
は
会
計
年
度
職
員
か

民
間
企
業
の
非
正
規
職
に
任
さ
れ
る
。

福
祉
、
医
療
・
介
護
・
保
健
衛
生
、

保
育
や
教
育
、
水
道
・
清
掃
・
交
通
な

ど
は
生
活
の
命
綱
だ
。
し
か
し
こ
れ
ら

は
自
治
体
ご
と
の
「
フ
ル
セ
ッ
ト
主
義
」

を
排
し
「
経
済
合
理
性
」
に
基
づ
い
て
、

も
う
け
の
出
る
と
こ
ろ
だ
け
、
や
れ
る

こ
と
だ
け
や
る
と
こ
ろ
ま
で
切
り
縮
め

る
こ
と
が
狙
わ
れ
て
い
る
。

戦
争
の
た
め
の
「
道
州
制
」
狙
う

安
倍
政
権
は
「
構
想
」
に
沿
っ
て
国

家
体
制
を
根
本
か
ら
変
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
核
心
は
「
国
と
地
方
自
治
体

は
対
等
」
と
す
る
戦
後
地
方
自
治
の
破

壊
だ
。

地
方
自
治
制
度
は
憲
法
８
章
「
地
方

自
治
」
に
基
づ
き
、
９
条
と
共
に
、
国

が
行
う
戦
争
に
対
す
る
「
歯
止
め
」
と

さ
れ
て
き
た
。
住
民
が
国
に
抗
し
て
命

と
生
活
を
守
り
、
戦
争
を
拒
む
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

安
倍
や
経
団
連
、
橋
下
徹
・
前
大
阪
市

長
ら
が
旗
を
振
っ
て
き
た
「
道
州
制
」

は
、
こ
の
地
方
自
治
を
否
定
し
、
明
治

憲
法
下
の
よ
う
な
戦
争
国
家
体
制
に
変

え
る
改
憲
攻
撃
だ
。

絶
対
的
権
限
を
持
つ
国
の
下
に
九
つ

ほ
ど
の
「
道
州
」
が
地
方
政
府
と
し
て

置
か
れ
る
。
市
町
村
な
ど
の
基
礎
自
治

体
は
住
民
支
配
と
徴
税
、
戦
争
遂
行
の

た
め
の
下
部
組
織
に
変
わ
る
。
軍
事
・

外
交
は
国
の
専
権
事
項
と
さ
れ
、
沖
縄

の
新
基
地
建
設
反
対
の
闘
い
、
原
発
立

地
自
治
体
の
原
発
反
対
の
闘
い
な
ど
は

国
家
の
強
権
で
潰
さ
れ
る
。

「
２
度
と
赤
紙
配
ら
な
い
」
闘
い
を

２
月
の
自
民
党
大
会
で
安
倍
首
相
は

「
自
衛
官
募
集
に
６
割
以
上
が
協
力
を

拒
否
し
て
い
る
」
と
自
治
体
を
攻
撃
し
、

改
憲
で
の
自
衛
隊
明
記
を
叫
ん
だ
。
党

国
会
議
員
に
募
集
名
簿
提
出
を
地
元
市

町
村
に
求
め
ろ
と
い
う
通
達
ま
で
出
し

た
。
徴
兵
制
の
先
取
り
だ
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
戦
争
の
た
め
の
軍
隊
と
し

て
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
て
隊
員
不

足
が
深
刻
化
す
る
中
で
、
生
活
保
護
世

帯
の
家
族
に
入
隊
を
求
め
る
自
治
体
ま

で
出
て
き
て
い
る
。
「
生
活
保
護
費
削

減
の
た
め
」
だ
と
い
う
の
だ
。
「
貧
困

に
よ
る
徴
兵
」
が
始
ま
っ
て
い
る
。

自
治
体
の
戦
争
協
力
を
許
さ
な
い
労

働
組
合
の
闘
い
が
問
わ
れ
て
い
る
。
国

家
権
力
機
構
の
末
端
と
し
て
戦
争
動
員

を
担
う
の
か
、
そ
れ
と
も
全
労
働
者
の

職
場
・
地
域
か
ら
の
反
乱
の
先
頭
で
闘

い
ぬ
く
の
か
だ
。

「
二
度
と
赤
紙
（
召
集
令
状
）
を
配

ら
な
い
」
誓
い
を
今
こ
そ
実
行
す
る
時

が
来
た
。
安
倍
の
改
憲
・
戦
争
を
絶
対

に
と
め
よ
う
。

現
場
の
激
し
い
反
発
と
闘
い
の
中
で
、

制
度
導
入
の
条
例
化
や
募
集
規
定
の
確

定
が
遅
れ
に
遅
れ
て
い
ま
す
。
自
治
労

本
部
は
「
会
計
年
度
職
員
制
度
の
早
期

確
立
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
攻
防
の

焦
点
は
、
安
倍
政
権
が
改
憲
・
戦
争
と

一
体
で
進
め
る
雇
用
破
壊
・
団
結
破

壊
を
絶
対
に
許
さ
な
い
闘
い
で
す
。
す

で
に
東
京
・
全
国
で
制
度
を
導
入
し

な
い
と
決
め
た
自
治
体
が
出
て
い
ま
す
。

憲
法
第
８
章
「
地
方
自
治
」
の
縛
り
ゆ

え
に
、
国
が
地
方
自
治
体
に
強
制
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
全
て
は
力
関
係

で
あ
り
現
場
の
闘
い
次
第
で
す
。


